
❶緊急事態宣言対
象地域などの感染
拡大地域に行った

場合

❷保健所から検査対象者として特定された人と濃厚接触した（疑いがある）
場合
❸新型コロナウイルス感染症が疑われる人（医師の判断によりPCR検査を受
検することとなった人 又は 疑わしい症状がある人）と濃厚接触した（疑
いがある）場合
❹２週間以内に海外に渡航した場合
❺保健所から濃厚接触者と特定された人と濃厚接触した（疑いがある）場合
❻保健所から同居家族が濃厚接触者と特定された場合

❼発熱等の風邪症状が
ある場合

❽濃厚接触者となった
（または疑いが強い）場合

❾感染者となった
場合

宮城県に戻った後
２週間

体調管理に
より一層の注意を払う
●人との濃厚接触の回避
●不要不急の外出自粛

かかりつけ医等の身近な医療
機関に電話で相談する

かかりつけ医がいないまたは
相談先が分からない場合は受
診・相談センター（コールセ
ンター）に相談する
☎ 022-398-9211

①感染者と同居して
いる
②感染者が発病した
２日前以降に濃厚接
触した
③COCOAアプリから
感染者との接触につ
いて通知が届いた

受診・相談

保健所から
濃厚接触者（又
は検査対象者）
として特定され
た

大学に連絡する

Mail：soumu@myu.ac.jp
☎ 022-377-8204

職員 教員

学群長・群長総務

濃厚接触者等の検査不要 又は
検査結果「陰性」 ➡ 通勤再開

濃厚接触者等の「陽性」が判明
➡ 保健所の指示に従う。

あなた自身が
「濃厚接触者（又は検査対象
者）」として保健所から特
定された場合：
➡濃厚接触者となった場合
のフローへ

あなた自身
に対する
行動規制が
無い場合：
➡通勤再開

学群長等所属部署の責任者は以下を行う
□新型コロナウイルス感染の疑いのパターンの確認
□動線（日時・行動）の確認
□接触者（誰と会ったか）の確認

検査不要 又は 検査結果「陰性」：
体調が回復し、医師から通学再開の許可
が出たら通勤再開。濃厚接触者（又は検
査対象者）の場合は、保健所の指示に従
う。

「陽性」が判明：保健所の指示に従う
➡感染者となった場合のフローへ

療養終了
➡通勤再開

□学内の濃厚接触者を隔離する
□自宅待機にする
□健康チェックをする
□学内の特定エリアを消毒する
□学生への感染が想定される場合
は、全学休校とする

学内に濃厚接触者がいる場合

□学内の濃厚接触者を特定する
□学内の汚染エリアを特定する
□立入制限エリアを判断する

大学に連絡する 職員 教員

学群長・群長総務

PCR（または抗原）検査を
受検せず PCR（または抗原）検査を受検する（した）

学群長等所属部署の責任者は自
宅待機の際と同様の確認を行う

自宅待機または出勤停
止になった後，フロー
に従い通勤再開となっ
た場合は大学に連絡し
てください。

「体温測定シート」の作成

自宅待機【警戒】
通勤可能 出勤停止
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「体温測定シート」の作成

保健所の指示に従い
療養する

濃厚接触者と判定される基準（目安）（厚生労働省基準）
同居している 又は 手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）
で、必要な感染予防対策なしで、15分以上の接触があった場合
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryo
u/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3
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